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社会福祉法人郡上市社会福祉協議会専決規程
　
社会福祉法人郡上市社会福祉協議会専決規程（平成１６年４月１日施行）の全部を改正する。
（目　的）

第１条　この規程は、社会福祉法人郡上市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の円滑かつ適正な業務運営を目的として、本会会長及び事務局長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

（会長の専決事項）

第2条 会長は、次に掲げる事項を専決するものとする。

（１）本会の総合企画及び経営に関する基本方針の作成に関すること
（２）理事会及び評議員会の招集及び議案の提出に関すること
（３）要綱等（規則、規程を除く）の制定または改廃に関すること
（４）組織及び権限に関すること
（５）理事及び評議員の委嘱に関すること
（６）役員及び評議員の出張に関すること

（７）委員会等委員の委嘱に関すること

（８）事務局長の出張命令に関すること

（９）事務局長の年次有給休暇届の受理、病気休暇及び特別休暇の承認等に関すること

（10）職員（事務局長及び臨時職員を除く。）の任免、配置替え、休職及び賞罰等の人事に関すること（重要、異例に属するものを除く。）
（11）職員の給与の支給基準及び運用方針等に関すること（重要、異例に属するものを除く。）
（12）職員の職務に専念する義務の免除に関すること

（13）職員の海外出張に関すること

（14）業務上の傷病の認定に関すること

（15）表彰に関すること
（16）予算の編成に関すること

（17）事業報告及び決算に関すること

（18）債権の免除または効力の変更に関すること（本会運営に重大な影響があるもの及び会長個人が特別の利害関係を有する場合を除く。）
（19）160万円以下の設備資金の借入に係る契約で予算の範囲内のもの（当該契約について会長個人が特別の利害関係を有する場合を除く。）
（20）本会経理規程第55条に規定する随意契約に関すること（予定価格が10万円未満のもの及び会長個人が特別の利害関係を有する場合を除く。）
（21）１件160万円以下の固定資産（基本財産を除く）の取得、改良、売却及び廃棄に関すること（当該契約について会長個人が特別の利害関係を有する場合を除く。）

（22）予算に計上された予備費の支出及び予算の流用に関すること

（23）１件100万円以上の収入・支出の命令に関すること
（24）10万円以上の寄付金の受け入れに関すること（本会運営に重大な影響があるものを除く。）

（25）損害賠償に係る軽易な事項に関すること
（26）機関紙の発行、重要な広報、通知、督促、申請、届出、報告、照会及び回答等に関すること

（27）その他会長の専決に付すべき事項として理事会で定めたもの

２　会長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事項については、速やかに文書または口頭により理事会に報告しなければならない。
（事務局長の専決事項）

第３条　事務局長が常時会長に代わって専決できる事項は、次の各号のとおりする。

（１）臨時職員の任免等人事に関すること
（２）職員の給与の決定及び昇給に関すること

（３）職員の各種手当に係る届出の受理、支給の認定及び月額の決定に関すること
（４）事務局職員の事務分担に関すること
（５）職員の服務に関すること
（６）職員の研修に関すること
（７）課長の出張命令に関すること
（８）職員の県外出張命令に関すること

（９）課長の年次有給休暇届の受理
（10）職員の病気休暇及び特別休暇の承認等に関すること
（11）課長の休日勤務及び時間外勤務の命令に関すること
（12）職員の海外渡航届の受理に関すること

（13）給与規程等に属するものの予算の支出

（14）1件100万円未満の収入・支出の命令に関すること
（15）本会経理規程第55条に規定する随意契約に関すること（予定価格が10万円以上のものを除く。）

（16）１件10万円未満の不用物品等の売却又は廃棄に関すること

（17）10万円未満の寄付金の受け入れに関すること

（18）施設の使用許可及び管理

（19）軽易な広報、通知、届出、報告、照会及び回答等に関すること
（20）その他本会の運営に係る軽易な事項
（21）非常災害に際し、上司の指揮を受ける時間的余裕のない場合における応急措置
（課長の専決事項）

第４条　課長が常時会長に代わって専決できる事項は、次の各号のとおりする。

（１）その他の職員（事業所職員を除く。以下同じ）の日常の労務管理、その他
服務

（２）その他の職員の出張、休暇

（３）その他の職員の時間外勤務の決定

（４）その他の職員の年次有給休暇届の受理

（５）軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答
（管理者の専決事項）
第５条　管理者が常時会長に代わって専決できる事項は、次の各号のとおりとする。

（１）事業所職員の日常の労務管理、その他服務

（２）事業所職員の出張、休暇

（３）事業所職員の時間外勤務の決定

（４）事業所職員の年次有給休暇届の受理

（５）軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答

（６）福祉機器の貸出許可及び管理

（７）寄付金等の受け入れ

（８）陳情等で軽易なものの処理

（９）非常災害に際し、上司の指揮を受ける時間的余裕のない場合における応急措置
（専決の制限）

第６条　第３条、第４条及び第５条の規定にかかわらず、特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規の事項又は疑義のある事項については、会長の指示を受けなければならない。

（代　決）

第７条　専決すべき者が不在のときは、当該決裁すべき者の区分に従い、それぞれ次の各号に掲げる者が代決することができる。

（１）会長が不在のときは事務局長
　（２）事務局長が不在のときは課長
２　前項の規定により代決した者は、後日上司に報告し後閲をうけなければならない

（代決の制限）

第８条　前条の代決は急施を要する事項に限る
　　　附　則

この規程は、平成２３年６月１日から施行する。

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

